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木津川市防犯灯ＬＥＤ照明導入業務委託仕様書 

 

 

第１章  総則 

 

（目的） 

第１条 木津川市防犯灯ＬＥＤ照明導入業務（以下「本業務」という。）は、木津川市 

内に設置されている市が管理する約８，５００灯の防犯灯（市営駐車場・駐輪場分 

含む。）、約１，７００灯の道路照明灯の設置場所並びに灯具のワット数及びカーブ 

ミラー約２，５００基の設置状況等を調査（以下「調査業務」という。）し、防犯灯 

については、蛍光灯等防犯灯にＬＥＤ照明の導入を実施し、木津川市におけるＣＯ２ 

排出量の削減、電気料金負担の軽減及び維持管理費の削減による財政負担の軽減を 

目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 本仕様書は、木津川市（以下「発注者」という。）が、受託者（以下「受注者 

という。」）へ委託する本業務に適用する。 

 

（業務の範囲） 

第３条 本業務の範囲は、次の各号に定めるところによる。 

（１）防犯灯、道路照明灯及びカーブミラー設置状況調査業務 

（２）防犯灯ＬＥＤ照明導入業務 

（３）その他、上記業務に関連、付随する業務 

 

 （適用する基準等） 

第４条 本業務の実施にあたっては、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、木津川 

市契約事務規則等の関係法令に基づき実施するものとする。 

２ 業務対象地域は、木津川市全域とする。 

 

（履行期間） 

第５条 本業務の履行期間は、本契約締結日から平成３１年３月３１日までとする。た 

だし、ＬＥＤ灯設置工事は平成３１年２月２８日までとする。 

 

 （監督員） 
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第６条 発注者は、本業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 

２ 監督員は、契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協 

議等の職務を行うものとする。 

３ 監督員の権限は、契約書及び仕様書に規定する事項とする。 

４ 監督員は、その権限を行使する場合には、書面により行うものとする。ただし、緊 

急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者 

はその指示に従うものとする。監督員は、その指示等を行った後、７日以内に書面で 

受注者にその内容を通知するものとする。 

 

 （監理技術者） 

第７条 受注者は、本業務を円滑に遂行するため監理技術者を定め、発注者に通知する 

ものとする。 

２ 監理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の監理を行うものとする。 

 

 （折衝） 

第８条 受注者は、本業務の実施中に、関係者又は関係官公庁との折衝を要する場合は、 

遅滞なくその旨を発注者に申し出て指示を受けるものとする。 

 

 （打合せ及び報告） 

第９条 受注者は、本業務の実施前及び実施中における主要な業務打合せにあたっては、 

月１回以上、発注者と十分に協議するものとする。 

２ 前項の協議内容について、受注者は、「打合せ記録簿」をその都度作成し、発注者と 

確認の上、それぞれ１部ずつ保有するものとする。 

３ 本業務の実施中、受注者は、適時の「作業報告書」等を作成し、進捗状況を発注者 

に報告しなければならない。 

 

 （検査） 

第１０条 受注者は、本業務の実施中、必要に応じて発注者の中間検査を、業務完了後 

は、最終検査を受けるものとし、完了検査合格をもって業務を完了するものとする。 

ただし、本業務完了後であっても、成果品に記入漏れ、不備、誤り又は是正すべき事 

項等が発見された場合は、受注者は発注者の指示に従い、責任を持って、速やかに是 

正するものとする。なお、当該是正に係る費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

 （受注者の賠償責任） 



3 

 

第１１条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害の賠償を行わなけ 

ればならない。 

（１）損害、第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場 

  合 

（２）契約書に規定する瑕疵責任に係る損害 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

 

 （守秘義務） 

第１２条 受注者は、契約書の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に 

漏らしてはならない。 

なお、この義務については業務完了後においても継続され、技術者も対象とし技術 

者の退職後も継続するものとする。 

 

 （身分証の所持） 

第１３条 受注者は、本業務の実施にあたっては、身分証を常時携帯するとともに、交 

通安全等には十分注意し、万一、事故等が発生した場合は直ちに発注者に連絡するも 

のとする。 

 

（ＬＥＤ化の取替え見込数） 

第１４条 本業務で実施する調査対象及びＬＥＤ化導入対象既設防犯灯については、次 

表の数量を予定する。ただし、調査結果により、数量に変動が生じる場合がある。 

 

表１  調査対象及び導入対象灯数（予定） 

種類 調査対象数（概数） 導入対象数（概数） 

防 犯 灯 ９，５５０灯 ８，５００灯 

道路照明 灯 １，７００灯 ― 

カーブミラー ２，５００基 ― 

※ 灯具の詳細については別添１のとおり。 

※ 業務対象駐輪場等の所在については別添２のとおり。 
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表２  （参考）ＬＥＤ化済防犯灯数 

種類 設置灯数（概数） 備考 

ＬＥＤ灯 １，０５０灯 
 

 

 

 

第２章  防犯灯等調査業務 

 

 （業務範囲） 

第１５条 業務範囲は、次の各号に定めるのとする。 

 （１）導入計画書作成 

 （２）資料収集整理 

 （３）現地調査 

 （４）防犯灯、道路照明灯、カーブミラー（以下「調査対象施設」という。）地理情報 

データベースの作成 

 （５）調査結果報告書の作成 

 

 （導入計画書の作成） 

第１６条 受注者は、本業務の内容、主旨を把握したうえで、導入計画書を作成し、発 

注者に提出するものとする。 

 

 （資料収集整理） 

第１７条 受注者は、過去に実施された現地調査資料及び台帳などの既存資料を収集し、 

整理するものとする。 

 

 （現地調査） 

第１８条 受注者は、本市が管理している調査対象施設の現地調査を行うものとする。 

２ 受注者は、前条で整理した既存資料の内容を踏まえて、次の各号に定める項目を調 

査するとともに、現地の設置状況が判る写真を撮影し、整理するものとする。ただし、 

調査項目について、受注者は調査実施前に監督員と協議の上最終決定するものとする。 

（１）調査対象施設の所在地 

（２）照明種別、ワット数 

（３）電柱番号 
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（４）防犯灯管理番号 

（５）灯具設置高さ 

（６）防犯灯柱の腐食確認 

（７）その他必要な事項 

３ 受注者は、前項の調査により当該施設の機能継続が困難（支柱の腐食等）で修繕等 

の対応が必要と認めた場合は、第１８条に定める調査結果報告書に記載するものとす 

る。 

 

 （調査対象施設の地理情報データベース作成） 

第１９条 受注者は、既存資料及び現地調査によって整理した内容について、位置情報 

と整合させた地図データベースを作成するものとする。 

２ 前項で作成した情報は、今後、現在運用中の京都府・市町村共同統合型地理情報シ 

ステム（以下、「京都府統合型ＧＩＳ」という。）で管理するため、作成するデータベ 

ースのデータ形式を汎用性の高いＧＩＳデータ形式「シェープ形式（ｓｈｐ）」とする。 

 

 （調査結果報告書の作成） 

第２０条 受注者は、防犯灯ＬＥＤ照明導入業務着手に向け、第１２条から前条までの 

項目について、本調査業務の成果報告書として取りまとめるものとする。 

 

 

第３章  防犯灯ＬＥＤ照明導入業務 

 

（導入業務実施方法） 

第２１条 導入業務は、前章により調査された調査結果に基づき、別紙「木津川市ＬＥ 

Ｄ防犯灯器材仕様書」の要件を満たす灯具を、買い取り方式により実施するものとす 

る。 

 

 （導入作業実施仕様） 

第２２条 受注者は導入作業を、次の各号に定める仕様により実施するものとする。 

（１）自動点滅器は内蔵とし、取り外した自動点滅器は関西電力株式会社に返却する 

ものとする。 

（２）取り付け金具・バンドも交換するものとする。 

（３）取替え期間中において、光害対策として遮光板又は角度調整等の要望があった 

場合、発注者と協議の上、対応すること。また、その場合必要となる材料費等に 
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ついても別途、発注者と協議するものとする。 

（４）自動点滅器が正常に機能しないと想定される場所への設置の場合においては、 

自動点滅器の種類や取付けの工夫により対応するものとする。 

（５）取替えにあたり、作業内容が法令等に定める有資格者でなければならない場合 

においては、当該作業に必要な者により実施するものとする。 

（６）取り外した器具等は、関係法令に基づき、適切に処理すること。 

（７）取替え作業の着手前において、施工計画書（施工体制・施工計画）を作成し、 

発注者と調整を図るものとする。 

（８）関西電力株式会社への電力費改定業務は、順次行うものとする。 

（９）導入作業の実施にあたっては、可能な限り市内の電気工事業者を活用するもの 

とする。 

 

 （業務範囲） 

第２３条 業務範囲は、次の各号に定めるのとする。 

（１）調査結果に基づくＬＥＤ照明灯の選定 

（２）ＬＥＤ照明灯の導入に関する計画、作業、作業管理及びその関係業務 

 （３）管理プレートの設置  

（４）撤去した灯具等の処分 

（５）削減される電気量及びＣＯ２の排出量データの作成 

（６）防犯灯管理システム機能の設定 

（７）関西電力株式会社への諸手続き等 

（８）その他これら業務に付随する業務 

 

（調査結果に基づくＬＥＤ照明灯の選定） 

第２４条 受注者は、地域毎に必要な明るさを満たる灯具の規格（防犯灯：LED10VAを基 

本）を設定するものとし、別紙「木津川市ＬＥＤ防犯灯器材仕様書」を基本に､これを 

満たす灯具を採用するものとする（本プロポーザルで選定されたメーカー製品）。 

 

（ＬＥＤ照明灯の導入に関する計画、作業、作業管理及びその関係業務） 

第２５条 受注者は、現地調査に基づき、計画条件及び計画上の基本事項の整理、検討 

を行うものとする。また、計画の策定にあたっては、既存防犯灯の設置されている場 

所や周辺施設の状況、防犯上の観点等を踏まえ、必要な明るさを設置するものとする。 

２ ＬＥＤ照明灯は、既存の照明器具を取り外し、設置すること。また、設置工事時間、 

交通規制等の安全対策については、関係機関との協議により決定するものとする。 
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 （管理プレートの設置） 

第２６条 受注者は、前章の調査結果に基づき導入するＬＥＤ照明灯に、管理プレート 

 を設置するものとする。なお、管理プレートは紫外線や錆等に耐性があり、刻字につ 

いても劣化せず、文字認識が容易であるもとし、次の各号の内容を表示するものとす 

る。 

（１）木津川市防犯灯 

（２）管理番号 

２ 前項の管理プレートは、既設のＬＥＤ照明灯についても設置するものとする。 

３ 管理プレートの設置位置等については、発注者と受注者が協議の上、定めるものと 

する。 

 

（撤去した灯具等の処分） 

第２７条 取り外した照明器具は、関係法令に基づき、受注者が責任をもって処分する 

ものとする。 

 

（削減される電気量及びＣＯ２の排出量データの作成） 

第２８条 現在、木津川市全域に設置されている本市管理の防犯灯（約８，５００灯） 

にＬＥＤ照明灯を導入した場合の導入効果を、経済面、環境面などの観点からシュミ 

ュレーションし、ＬＥＤ照明導入に伴う概算事業費を算出し、ＬＥＤ化による縮減コ 

ストを精査して決定するものとする。 

 

（防犯灯等管理システム機能の設定） 

第２９条 防犯灯等ＧＩＳデータは、今後、維持管理で活用するため、低コストかつセ 

 キュリティが確保された総合行政ネットワーク（以下「ＬＧＷＡＮ」という。）回線 

 を利用して運用されている「京都府統合型ＧＩＳ」で維持管理・運用するものとする。 

２ 防犯灯調査業務で作成した「防犯灯地理情報データベース」を京都府統合型ＧＩＳ 

にセットアップを行うと共に、ＬＥＤ化後の属性を変更したデータも作成し、設定す 

るものとする。 

３ 防犯灯管理システム機能について、管理所管部署の職員を対象とした研修を行うも 

のとする。 

 

 （関西電力株式会社への諸手続き等） 

第３０条 受注者は、関西電力株式会社の電灯料金請求区分の変更手続きを行うものと 
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する。また、変更手続きは、作業終了後に一括ではなく順次行うものとする。 

 

 （灯具の故障等発生時の対応） 

第３１条 受注者は、本業務期間中におけるＬＥＤ照明器具の初期不良等への対応につ 

いて、第２５条第１項において作成する導入計画において、その対応策を定めるとと 

もに、発生時には迅速に対応するものとする。 

 

 

第４章  資料の貸与 

 

（資料の貸与） 

第３２条 受注者は、発注者が所有する本業務に必要な資料を、発注者から借り受ける 

ことができるものとする。 

 

（貸与資料の保管） 

第３３条 受注者は発注者から資料を借り受けた場合は、必ず「借用書」を提出し、そ 

の重要性を認識し、良識ある判断に基づき、資料等の汚損、滅失及び盗難等の事故の 

ないように取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。 

 

 

第５章  成果品 

 

 （成果品の帰属） 

第３４条 成果品に関する所有権は、発注者に属し、受注者は、発注者の承認を得ずし 

て他者に公表、貸与又は使用してはならない。 

 

 （成果品） 

第３５条 本業務の成果品は、次の各号のとおりとする。提出部数については発注者と 

の協議により決定する。なお、記載内容等については、発注者と受注者が協議のうえ 

決定するものとする。 

 （１）防犯灯等調査結果報告書 

 （２）防犯灯等管理台帳基礎データ 

 （３）ＬＥＤ照明設置位置データ 

 （４）業務完了報告書 
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 （５）工事写真（施工前後） 

 （６）打合せ記録簿 

 （７）データ等を記録した電子媒体 

 （８）その他発注者の指示する資料 
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（別紙） 

 

 木津川市ＬＥＤ防犯灯器材仕様書 

 

（適用範囲） 

第１条 本仕様書は、発注者が施行する防犯灯ＬＥＤ照明導入業務（以下「本業務」と 

 いう。）に使用する白色系ＬＥＤを光源とした器具に適用する。白色系ＬＥＤを光源と 

 した器具とは、ＬＥＤ専用に設計された器具であり、従来の蛍光灯等の器具にランプ 

型ＬＥＤを取り付けたものは適用外とする。 

なお、本仕様書は従来の蛍光灯２０Ｗに相当するＬＥＤ防犯灯に適用するものであり、 

蛍光灯３２Ｗ相当及びＨＩＤ１００Ｗ相当に関するものはこれに準じて適宜変更するも 

のとする。 

 

（適用規格及び参考規格） 

第２条 本仕様書において特に規定なきものは、次の各号に定める規格を適用又は参考 

 にするものとする。 

（１）適用規格  

① ＪＩＳ Ｃ８１０５－１：２０１３ 照明器具－第１部 安全性要求事項通則  

② ＪＩＳ Ｃ８１０５－３：２０１１ 照明器具－第３部 性能要求事項通則 

③ ＪＩＳ Ｃ８１５３：２０１５ ＬＥＤモジュール用制御装置－性能要求事項  

④ ＪＩＳ Ｃ８１５４：２０１５ 一般照明用ＬＥＤモジュール－安全仕様  

⑤ ＪＩＥＧ－００１（２０１３） 照明学会・技術指針 照明設計の保守率と保守 

 計画 第３版 

（２）参考規格 

① 電気用品安全法（別表８） 

② ＪＩＳ Ｃ８１５２－１：２０１４ 照明用白色発行ダイオード（ＬＥＤ）の 

 測光方法－第１部：ＬＥＤパッケージ 

③ ＪＩＳ Ｃ８１５２－２：２０１４ 照明用白色発行ダイオード（ＬＥＤ）の 

 測光方法－第2部：ＬＥＤモジュール及びＬＥＤライトエンジン 

 

（構造） 

第３条 本業務で使用するＬＥＤ防犯灯は、約１５年（点灯時間６万時間相当）の耐用年 

 数を有し、屋外環境での使用に耐え得る、次の各号に定める構造とすること。 

（１）器具本体は腐蝕に考慮した材質とする。 
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（２）器具取付部は腐蝕に考慮し、また振動にも考慮した材質とする。 

（３）透過性カバーは、アクリル樹脂と同等以上の耐候性をもつこと。 

（４）器具には電子式の自動点滅器が内蔵されていること。 

（５）器具は、取付バンドを用いて電力柱又は鋼管ポールに取り付けができること。 

（６）器具は、電力柱などの取付部から１０cm離れた位置で７０kgの静荷重に耐えるこ 

  とができること。なお、使用する管轄内の電力会社等で規定された値がある場合に 

は、その値に耐えることができること。 

（７）器具重量は１．２㎏未満とし、かつワイヤーなどによる落下防止機能を有するこ 

と。 

 

（性能） 

第４条 本業務で使用するＬＥＤ防犯灯は、次の各号に定める性能を有すること。 

（１）入力電圧は、ＡＣ１００Ｖ±６％（５０Hz／６０Hz）とする。  

（２）入力容量は、それぞれ１０ＶＡ・２０ＶＡ・４０ＶＡ未満とする。 

（３）周囲温度は、－１０～３５℃とする。 

（４）ＬＥＤ光源及び電源装置の耐用年数は、器具周囲温度２５℃の条件で 

６０，０００時間以上とする。（この場合、ＪＩＬ８０１により光束維持率７０％ 

を下回る点灯時間を寿命とする。） 

（５）光学性能は、社団法人日本防犯設備協会が定める「防犯灯の照度基準（ＳＥＳ Ｅ 

  １９０１－３）」におけるランクＳＳ以上する。 

 

 

 

（６）周辺住宅への不必要な漏れ光を避けるため、器具水平状態において上方光束比５％ 

以下であること。 

（７）電波障害の発生が抑制されている器具であること。 

 

 

クラスＡ及びＢの場合は、道路中心線上の●印の 

位置で鉛直面照度を測定する。 

「防犯照明ガイド vol.4」により上記●に加え、道路

両端から 0.5m内側の◎印位置でも鉛直面照度 

0.5lxを確保する。この場合の保守率は 0.63とする。 
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項目 
基準値 

周波数範囲 限度値 

雑音端子電圧 
526.5ｋHz～5MHz 

5MHz～30MHz 

56dB以下 

60dB以下 

雑音電力 30MHz～300MHz 55dB以下 

 

（８）器具は、落雷による故障を低減する為に、電源線と筐体との間に１５kvのサージ 

  電圧を印加しても故障が無く、再使用が可能であること。 

（９）設置場所の周辺に他の照明が少なく薄明視環境（およそ水平面照度が１０ルクス 

  以下である環境）であると想定された場合、薄明視環境に考慮したＬＥＤ光源を選 

定することが望ましい。 

 

（試験成績書の提出） 

第５条 本業務で使用するＬＥＤ防犯灯の構造、性能については、別途、試験成績書及び 

 仕様のわかるものを 提出し確認することとする。 

 

（表示） 

第６条 本業務で使用するＬＥＤ防犯灯の見やすい箇所に、次の各号に定める事項を表示 

 すること。 

（１）品名及び品番 

（２）入力電圧及び電流 

（３）消費電力 

（４）製造年月 

（５）「製造社名」及び「電力会社申請入力容量」 

 

（その他） 

第７条 本業務で使用するＬＥＤ防犯灯器具メーカーは、次の各号に定める実績等を有す 

ること。 

（１）屋外用照明器具の製造・販売の実績が１０年以上あること。 

（２）ＬＥＤ照明器具の製造・販売の実績が10年以上あること。 

（３）本業務で使用するＬＥＤ照明器具を日本国内で製造していること。 

 


